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資料編 
資料１．「普天間飛行場跡地まちづくり合意形成懇話会」設置要綱 

（設置） 
第１条 普天間飛行場跡地利用に係る地権者等関係者の合意形成活動を確実に実施するた

めに、地権者等関係者のそれぞれの活動内容及び方向性について十分な協議調整を図
ることに資するために、普天間飛行場跡地まちづくり合意形成懇話会（以下「懇話会」
という。）を設置する。 

（協議事項） 
第２条 懇話会での協議事項は、次のとおりとする。 
（１）合意形成活動推進上の問題課題の整理に関すること。 
（２）合意形成活動の仕組みと組織づくりに関すること。 
（３）まちづくり手法の研究に関すること。 

（組織） 
第３条 懇話会は、次の会員をもって組織する。 
（１）学識経験者   
（２）宜野湾市軍用地等地主会  
（３）普天間飛行場の跡地を考える若手の会  
（４）ねたてのまちベースミーティング   
（５）市の職員   
（６）専門員（まちづくり実務者） 

（任期） 
第４条 会員の任期は、３年とする。ただし、再任は妨げない。 

（役員） 
第５条 懇話会に次の役員を置く。 
（１）会長     1 名  
（２）副会長    1 名 

２ 役員は、会員の互選により定める。 
３ 役員の任期は３年とする。ただし、再任を妨げない。 
４ 会長は、懇話会の会務を総括する。 
５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職
務を代理する。 

（会議） 
第６条 懇話会の会議は、会長が必要に応じて召集する。 
２ 団体会員の会議への出席者数は、議題に応じ必要人数とする。 
３ 会長が必要あると認めるときは、会員以外の関係者の出席を求め、意見を聞くことが
できる。 
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（事務局） 
第７条 懇話会の事務局は、宜野湾市基地政策部まち未来課に置き、その事務を処理する。 

（補則） 
第８条 前条までに規定するものの他、懇話会の運営に関して必要な事項は懇話会で決定

する。 

附則 

この会則は平成 27年１月 27日から施行する。 

 


